
 
 
 

食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入について 
 
 
 
１．ポジティブリスト制度の導入 

 

農薬、飼料添加物及び動物用医薬品（以下「農薬等」という。）が残留する食品につ

いては、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第５５号）の一部が平成

１８年５月までに施行されることに伴い、原則として販売等を禁止するとともに、農薬

等が当該食品に残留する量の限度について定められた規格に適合するものについては、

例外的に販売等を認める制度、「いわゆるポジティブリスト制度」が導入される。 
 

当該規格の設定は、通常、食品健康影響評価を踏まえて実施されるが、ポジティブ

リスト制度の導入時においては、その評価対象となる農薬等の数が多く、制度が導入さ

れるまでに、それら全てについて食品健康影響評価を終えることは困難であることから、

厚生労働省は、食品安全基本法第１１条第１項第３号に基づき、食品健康影響評価を経

ず、暫定的な規格を設定することとした。 

 

 

２．導入の方針 

 

（１）一律基準の設定について 

 

国内外において使用される農薬等は、その使用に先立ち、毒性などについて一般的

に評価が行われており、その評価結果を踏まえ、使用対象作物や使用量などが制限さ

れたり、使用される作物等に対してその使用方法や当該農薬等の食品に残留する量の

限度（以下「残留基準」という。）が設定されているが、一律基準は、残留基準が定め

られていない農薬等に対し適用されることとなる。 

具体的には次のケースが対象となる。 

① 外国でのみ使用されている特殊な農薬等が農作物等に残留する場合 

② 農薬の意図しない飛散等により基準がない農作物等に残留する場合 

 

（２）対象外物質の指定について 

 

対象外物質は、一般に使用されている農薬等及びその物質が化学的に変化して生成

した物質のうち、その残留の状態や程度などからみて、農畜水産物にある程度残留し

たとしても、人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるものを定めることと

する。 



 

（３）暫定基準の設定について 

 

食品衛生法第１１条第１項の規定に基づき設定されている農薬等の残留基準は、国際 

基準であるコーデックス基準や国内で使用が認められている農薬等の登録保留基準な

どを網羅していないことから、国民の健康保護を図るとともに、ポジティブリスト制

度の円滑な施行を図る観点から、現時点で残留基準が設定されていない農薬等につい

て、コーデックス基準などを参考に暫定的な基準を定めることとする。 

平成１７年５月に公表した暫定基準（最終案）では７１４が掲載されている。 

 

 

３．食品安全委員会における対応状況及び今後の予定 
 
食品安全委員会は、平成１７年４月に厚生労働省からポジティブリスト制度の導入に

関する説明を受け、当該説明を踏まえて検討を行った結果、食品安全基本法（平成１５

年法律第４８号）第２３条第１項第５号の規定に基づき、暫定基準を設定すべき農薬等

の再点検、食品健康影響評価の効率的な実施に資するための計画（以下「リスク評価計

画」という。）の策定等について、４月２８日付けで厚生労働大臣に意見を述べた（別

紙）。 

また、６月２日の会合においては、暫定基準が設定された農薬等について、本基準

を設定するに当たっての食品健康影響評価を速やかに実施する方法等を検討すること

とされた。 
今後は、委員会は、専門調査会及び事務局体制の強化を図り、食品健康影響評価を

精力的に実施していく予定であり、また、厚生労働省は評価結果を踏まえ、残留基準

の設定を進めることとなる。 

 

（１）これまでの経緯 

 

平成 15 年 5 月 30 日 食品衛生法等の一部を改正する法律公布 

平成 17 年  4 月 14 日 委員会において厚生労働省から導入方針の説明を聴取 

        4 月 28 日 委員会から意見を表明 

        6 月 2 日 厚生労働省から WTO 通報の方針等の説明を聴取 

 

（２）今後の予定 

 

平成 17 年  9～10 月 委員会において暫定基準の評価の方法を審議 

          （パブコメの実施）  

     10～11 月 厚生労働省から「告示方針」及び「優先評価物質リスト」の

説明を聴取 

         11 月頃   「暫定基準」等を告示 

平成 18 年  5 月   食品衛生法等の一部を改正する法律の施行 









食品の成分に係る規格（残留基
準）が定められていないもの*に
ついて人の健康を損なうおそれ
のない量として厚生労働大臣が
一定量を告示
＊
① 外国でのみ使用されている特殊
な農薬等
② 意図しない飛散等による基準の
ない農作物等への残留農薬等

【基準値案】０．０１ppm

（参考） ポジテイブリスト制度の導入の考え方

暫定基準の設定

暫定基準を超えて農薬等が残留する
食品の流通を禁止

基準値を超えて農薬等が残留す
る食品の流通を禁止

ポジティブリスト制の施行までに、
現行法第１１条第１項に基づき、
農薬取締法に基づく基準、国際基
準、欧米の基準等を踏まえた暫定
的な基準を設定

対象外物質

人の健康を損なうおそれの
ないことが明らかであるもの
**として厚生労働大臣が指
定する物質を告示

**

物質毎に指定されたものは、
ポジティブリスト制の対象外

残留基準の設定

残留基準を超えて農薬等が残留する
食品の流通を禁止

ポジティブリスト制度（農薬等の残留する食品の流通を原則禁止）

農薬、動薬、飼料添加物 ７００超

農薬５８，動薬３、飼料添加物１

品目数の推定は困難

① 食品を通じてヒトの健康に影
響を与える可能性が無視できる
と評価された物質
② 特定農薬、微生物農薬、天敵
農薬
③ 食品、食品添加物 等

品目数１００程度

一律基準の設定




